
○東近江市保育所等運営補助金交付要綱 

平成17年２月11日 

告示第35号 

改正 平成17年12月５日告示第386号 

平成17年12月28日告示第411号 

平成19年４月１日告示第106号 

平成20年４月24日告示第174号 

平成20年10月31日告示第313号 

平成21年４月１日告示第165号 

平成21年10月１日告示第340号 

平成22年４月１日告示第155号 

平成22年７月１日告示第272号 

平成23年２月４日告示第33号 

平成23年３月23日告示第121号 

平成23年４月１日告示第194号 

平成24年４月１日告示第190号 

平成26年３月25日告示第133号 

平成29年４月１日告示第183号 

平成29年12月28日告示第462号 

平成30年12月20日告示第442号 

令和元年８月26日告示第73号 

令和２年３月31日告示第91号 

令和２年７月３日告示第199号 

令和２年９月４日告示第247号 

令和２年12月17日告示第324号 

令和３年４月１日告示第169号 

令和４年４月１日告示第108号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、保育所等の運営に要する費用に対

し交付する補助金に関し東近江市社会福祉法人の助成に関する条例（平成17年東近

江市条例第133号）、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（平成17



年東近江市規則第65号）及び東近江市補助金等交付規則（平成17年東近江市規則第

54号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 保育所等 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第４項の認可を得て設置

する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園及び家庭的

保育事業等をいう。 

(2) 家庭的保育事業等 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、

同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事

業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業をいう。 

(3) １号認定子ども 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第19条第１項

第１号に規定する小学校就学前子どもをいう。 

(4) ２号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第１項第２号に規定する小学校

就学前子どもをいう。 

(5) ３号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第１項第３号に規定する小学校

就学前子どもをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金は、保育所等を運営する社会福祉法人、学校法人その他の者に対して

交付する。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助の対象となる事業の対象経費、要件及び基準額は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる日までに保育所等運営補助

金交付申請書（様式第１号）により、市長に申請しなければならない。 

(1) 別表１の部の補助金にあっては、５月末日までに当該年度分。ただし、児童数

が定員に満たない場合の補助金については11月末日までに当該年度分 

(2) 別表２の項から６の項までの補助金にあっては、５月末日までに当該年度分 

(3) 別表７の項の補助金にあっては、12月末日までに当該年度分 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 



(1) 当該年度歳入歳出予算書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、

補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の目的を達成するため必要な条

件を付して保育所等運営補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知する。 

２ 市長は、補助金を概算払により交付するものとする。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、毎年３月末日までに、前年度の補助金に関する

保育所等運営補助金実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 保育所等運営補助金収支精算書 

(2) 当該年度歳入歳出決算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年２月11日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市保育所整備運営補助規則（昭

和51年八日市市規則第21号。以下「合併前の規則」という。）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16

年度の申請に係る補助金については、なお合併前の規則の例による。 

（能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置） 

４ 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定

は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。 

（検討） 

５ 市長は、平成20年度以後少なくとも３年度ごとに、この告示の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 



（平成22年度における保育所整備補助金の特例） 

６ 平成22年度における保育所整備補助金については、滋賀県子育て支援環境緊急整

備事業費補助金事業として採択された場合に限り、別表の規定にかかわらず、遊具

の購入又は修繕についても対象とする。この場合における補助金の額は、当該遊具

の購入又は修繕の整備に要した額（市以外の者から補助金等を受けたときは、その

額を減じた額）とする。 

（平成22年度における保育所運営補助金の特例） 

７ 平成22年度における保育所運営補助金については、別表の規定にかかわらず、住

民生活に光をそそぐ交付金事業の実施に当たり、保育の充実に伴う児童図書の購入

についても対象とする。この場合における補助金の額は、予算の範囲内において当

該児童図書の購入に要した額（市以外の者から補助金等を受けたときは、その額を

減じた額）とする。 

（交付申請に関する特例） 

８ 令和元年度における新型コロナウイルス感染症に関する補助金の交付申請書の提

出期日については、第５条第１項第１号の規定にかかわらず、令和２年３月31日ま

でとする。 

附 則（平成17年告示第386号） 

この告示は、平成17年12月５日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。 

附 則（平成17年告示第411号） 

この告示は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年告示第106号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年告示第174号） 

この告示は、平成20年４月24日から施行する。 

附 則（平成20年告示第313号） 

この告示は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成21年告示第165号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年告示第340号） 

この告示は、平成21年10月１日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、

平成21年度分の補助金から適用する。 



附 則（平成22年告示第155号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年告示第272号） 

この告示は、平成22年７月１日から施行する。 

附 則（平成23年告示第33号） 

この告示は、平成23年２月４日から施行する。 

附 則（平成23年告示第121号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年告示第194号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年告示第190号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年告示第133号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年告示第183号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年告示第462号） 

この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成30年告示第442号） 

この告示は、平成30年12月20日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和元年告示第73号） 

この告示は、令和元年８月26日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和２年告示第91号） 

この告示は、令和２年３月31日から施行し、令和２年１月16日から適用する。 

附 則（令和２年告示第199号） 

この告示は、令和２年７月３日から施行する。 

附 則（令和２年告示第247号） 

この告示は、令和２年９月４日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和２年告示第324号） 

この告示は、令和２年12月17日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和３年告示第169号） 



この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第108号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

事業名 補 助 対 象

経費 

補助要件 補助基準額 

１ 運 営 費 の

加算 

保 育 所 等

の 健 全 な

運営、児童

の 保 育 内

容 の 充 実

及 び 職 員

の 資 質 の

向 上 を 図

る た め の

経費 

 次に定める区分による各月初日在籍

児童数（２号認定子ども及び３号認定

子どもに限り、児童福祉法第６条の３

第12項に規定する事業所内保育事業

にあっては、同項第１号イからハまで

に規定するその他の乳児又は幼児に

限る。）に、それぞれの区分による金

額を乗じて得た額の合計額 

(1) ３歳未満児 2,800円 

(2) ３歳以上児 2,300円 

初日在籍児童数が定員に満 

たない場合は、その欠員数に国が定め

る保育単価表の基本保育単価の100分

の80に相当する額を乗じて得た額を

超えない額（100円未満の端数切捨て）

を予算の範囲内において加算する。 

新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル

ス 感 染 症

の 拡 大 防

止 を 図 る

た め に 必

要 な 経 費

で 市 長 が

必 要 と 認

 マスク、消毒液等の衛生用品及び感染

症防止のための備品の購入に係る経

費並びに職員が感染症対策の徹底を

図りながら業務を継続的に実施する

ために要する経費 

(1) 定員19人以下の施設 １施設当

たり年額300,000円まで 

(2) 定員20人以上59人以下の施設

１施設当たり年額400,000円まで 



めたもの (3) 定員60人以上の施設 １施設当

たり年額500,000円まで 

新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル

ス 感 染 症

の 拡 大 防

止 に 係 る

保 育 所 等

の 健 全 な

運 営 確 保

を 図 る た

め に 必 要

な 経 費 で

市 長 が 必

要 と 認 め

たもの 

 バス遠足等の移動に係るリスクを低

減する目的でバスを増便する際に要

する経費。ただし、年額100,000円を

上限とする。 

２ 障 害 児 保

育事業 

障 害 児 保

育 に 必 要

な経費 

東近江市発達支援会

議を経て市が認定し

た発達支援度に応じ

て加配の保育士又は

保育教諭（以下「保育

士等」という。）を配

置すること（家庭的保

育事業等以外の保育

所等に限る。）。 

(1) １対１（児童１人につき保育士

等の配置１人） 年額3,000,000円 

(2) ３対１（児童３人につき保育士

等の配置１人） 年額1,425,600円 

事業実施期間が12月に満たない場合

は、月割により計算した額とし、１号

認定子どもについては、この号に定め

る基準額に８分の６を乗じて得た額

（100円未満の端数切捨て）とする。 

３ 低 年 齢 児

保 育 保 育

士 等 特 別

配置事業 

低 年 齢 児

保 育 特 別

配 置 保 育

士 等 の 配

置 に 必 要

な経費 

(1) 各月初日現在に

おいて、１歳児及び

２歳児が原則とし

て合計13人以上入

所している保育所

等で当該児童おお

保育所等１箇所当たり 

年額3,000,000円／人 

事業実施期間が12月に満たない保育

所等にあっては、次により算出した額

とする。 

250,000円×実施月数 



むね５人に対し１

人以上の保育士等

を配置し、児童の処

遇に当たらせるこ

と。 

(2) 補助の対象とな

る保育士等は、１保

育所等につき１人

とすること。ただ

し、各月初日現在に

おいて、(1)に該当

する児童が43人以

上入所している保

育所等においては

２人を限度とする

こと。 

４ 延 長 保 育

事業 

延 長 保 育

の 実 施 に

必 要 な 経

費 

(1) 保育短時間認定 

開所時間内で、保

育短時間の認定を

受けた児童に係る

保育時間を超えて

１時間以上（延長時

間２時間において

は２時間以上）の延

長保育を実施し、延

長時間内の１日当

たりの平均対象児

童数が１人以上で

あること。 

(2) 保育標準時間認

定 

(1) 保育短時間認定（１人当たり年

額） 

ア 延長時間１時間 

18,800円 

イ 延長時間２時間 

37,600円 

(2) 保育標準時間認定（１事業当た

り年額） 

ア 延長時間30分 

300,000円 

イ 延長時間１時間 

1,667,000円 



ア 延長時間30分 

開所時間を超え

て30分以上の延

長保育を実施し、

延長時間内の１

日当たりの平均

対象児童数が１

人以上であるこ

と。 

イ 延長時間１時

間 

開所時間を超え

て１時間以上の

延長保育を実施

し、延長時間内の

１日当たりの平

均対象児童数が

６人以上である

こと。 

５ 週 休 二 日

制 保 育 士

加配事業 

週 休 二 日

制 実 施 の

た め の 保

育 士 等 の

配 置 に 必

要な経費 

保育士等の勤務時間

を週40時間以内とし、

週休二日体制を実施

している保育所等に

おいて、当該事業実施

のための保育士等と

して配置しているこ

と。 

保育所等１箇所当たり 

年額3,000,000円 

配置期間が12月に満たない保育所等

にあっては、次により算出した額とす

る。 

250,000円×配置月数 

６ 乳 児 保 育

対策事業 

年 度 途 中

に 乳 児 を

受 け 入 れ

るための 

(1) 年度途中の乳児

の受入れに対応す

るために年度当初

から保育士等を配

保育士等１人当たり 

月額250,000円 



保 育 士 等

の 配 置 に

必 要 な 経

費 

置していること。 

(2) 補助の対象とな

る期間は、対象保育

士等を配置した月

から乳児の保育士

配置基準が充足す

る月の前月までの

月数とすること。 

７ 一 時 預 か

り事業 

一 時 預 か

り 事 業 の

実 施 に 必

要な経費 

(1) 一般型 (1) 一般型（１箇所当たり年額） 

   

ア 保育従事者が

全て保育士等又

は１日当たり平

均利用児童数が

おおむね３人以

下の施設におい

て保育士等とみ

なされた家庭的

保育者と同等の

研修を修了した

者であること。 

 年間延べ利用児

童数 

基準額  

300人未満 2,679,000円

300人以上900人

未満 

3,024,000円

900人以上1,500

人未満 

3,240,000円

1,500 人 以 上

2,100人未満 

4,680,000円

2,100 人 以 上

2,700人未満 

6,120,000円

2,700 人 以 上

3,300人未満 

7,560,000円

3,300 人 以 上

3,900人未満 

9,000,000円

3,900人以上 10,440,000円

   

イ 保育従事者が

ア以外（地域密着

Ⅱ型を含む。）の

場合であること。

 年間延べ利用児

童数 

基準額  

300人未満 2,679,000円

300人以上900人 2,907,000円



未満 

900人以上1,500

人未満 

3,119,000円

1,500 人 以 上

2,100人未満 

4,505,000円

2,100 人 以 上

2,700人未満 

5,891,000円

2,700 人 以 上

3,300人未満 

7,277,000円

3,300 人 以 上

3,900人未満 

8,663,000円

3,900人以上 10,049,000円

(2) 幼稚園型 

幼稚園又は認定こ

ども園に在籍する

児童を対象とし、保

育従事者が保育士

等、幼稚園教諭又は

市長が行う研修を

修了した者である

こと。 

(2) 幼稚園型（児童１人当たり日額）

ア 基本分（平日の教育時間前後又

は長期休業日の利用） 

（ア） 年間延べ利用児童数

2,000人超の施設 

a 平日 400円 

b 長期休業日（８時間未満）

400円 

c 長期休業日（８時間以上）

800円 

（イ） 年間延べ利用児童数

2,000人以下の施設 

a 平日 （1,600,000円÷年間

延べ利用児童数）－400円（10

円未満切捨て） 

b 長期休業日（８時間未満）

400円 

c 長期休業日（８時間以上）

800円 



イ 休日分（土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日の

利用） 800円 

ウ 長時間加算 

（ア） ア（ア）a及びア（イ）a

については、４時間（又は教育

時間との合計が８時間）、ア

（ア）c、ア（イ）c及びイにつ

いては、８時間を超えた利用の

場合 

a 超えた利用時間が２時間未

満 150円 

b 超えた利用時間が２時間以

上３時間未満 300円 

c 超えた利用時間が３時間以

上 450円 

（イ） ア（ア）b及びア（イ）b

については、４時間を超えた利

用の場合 

a 超えた利用時間が２時間未

満 100円 

b 超えた利用時間が２時間以

上３時間未満 200円 

c 超えた利用時間が３時間以

上 300円 

(3) 余裕活用型 

保育所等において、

利用児童数が利用

定員総数に満たな

い場合に、当該定員

(3) 余裕活用型（児童１人当たり日

額） 2,400円 



総数の範囲内で実

施すること。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


